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第１期開園区域の管理運営内容 

 ◇管理運営の事例は大きく分けて３パターン(ボランティア団体の協力を得て運営) 

 

 

 

 

 

 

 

１．指定管理者制度を導入した場合 

１）指定管理者制度とは 

・公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用して、施設の設置目的を

効果的に達成するために平成 15年に設けられた制度。 

・公募で選定された指定管理候補者は、議会の議決を得て指定管理者として指定さ

れ、対象となる施設を一定期間、管理運営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）公募スケジュール例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-３ 

指定管理者 
・施設の管理運営 
・行政へ管理運営内容を報告 

令和５年秋頃 指定管理者を公募 

令和５年末頃 指定管理者を選定 

令和６年夏頃 指定管理者による管理運営を開始 

令和６年春頃 指定管理者を議決 

指定管理者、市、協議会とで管理運営開

始に向けた顔合わせ、事前確認 

指定管理者の業務内容の検討 

行政 
・指定管理者を指定 
・必要に応じて指定管理者に指示 

議会 
・指定管理者を議決 

資料-１ 

【外郭団体が指定管理】 

例）西宮市立甲山湿原 

   あわじ石の寝屋緑地 

【民間と外郭団体で共同管理の場合も】 

例）尼崎の森中央緑地(兵庫県) 

◆民間事業者等の活力により公園利活用の積極的な事業展開を見込め

る。 

【民間企業が指定管理】 

例）堺自然ふれあいの森 

   安満遺跡公園(高槻市) 

【直営管理】 

例）泉佐野丘陵緑地(大阪府) 
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２．管理運営体制案 

・決定を受けた指定管理者は、基本構想に基づく公民協働によるアダプティブマネジメン

ト(順応的管理)を実現しながら、管理運営を行っていくものとする。 

・信太山丘陵里山自然公園協議会は、現在の構成メンバー及び事業内容の概ねを継続し、

引き続き、事業目的の達成に向けた協議及び検討していくものとする。 

・指定管理決定後の協議会運営は、指定管理者が管理業務の一環として担うこととし、こ

れまでと同様に会議や保全活動の場をとおして、指定管理者も協議会メンバーと共に公

民協働の取り組みをすすめる。 

 

 
【管理運営体制図案】 
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３．管理運営内容案 

１）管理運営対象 

（１）名称  

信太山丘陵里山自然公園（都市公園 種別：都市林） 

 

（２）所在地 

和泉市小野町地内 

 

（３）面積 

約 15.6 ha（都市計画決定面積） 

 

２）管理運営における使命 

信太山丘陵里山自然公園は、「和泉市信太山丘陵市有地保全･活用基本構想」に掲

げられている理念に基づき、公民協働により自然と向き合いながら継続して里山的

環境を保持し、「市民の憩いの場」「自然体験の場」「環境学習の場」として活用し

ていくことが求められている。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理念（和泉市信太山丘陵市有地保全･活用基本構想より）】 

 

 

３）管理運営期間 

令和 6年 8月 1日～令和 11年 3月 31日 
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４）休日及び利用時間 

 本公園は、常時利用対象施設※の利用に限っては年間を通じて無休とし、原則 24 

時間開園する。 

 

  

  ただし、管理棟における開館日･休館日及び利用時間は、下記のとおりとする。 

 

  ■管理棟における開館日・休館日及び利用時間 

【開 館 日】 

土曜日･日曜日及び祝日、平日週 1 日程度 

  ※上記を踏まえて市と協議し、年間 150 日程度とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休 館 日】 

12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 

【利用時間】 

午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで 

【管理棟の利用対象施設】 

常時利用可：トイレ、テラス、洗い場、手洗い場    

開館日に利用可：多目的室、キッチン、事務所スペース、倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※常時利用対象施設とは、市が定めた一部の園路、

広場、駐車場、トイレ等とする 

◇管理棟の開館日については、一部開園であること等を考慮し、まずは土日

祝及び平日週 1日程度の年間 150日程度とし、管理者が認めた場合は、そ

れ以外のイベントや保全活動等の状況に応じて臨時的に建屋を利用するこ

とも可能となるように調整することとする。 

（土日祝日：約 120日、平日活動日等：約 15日、環境学習等の受入れ日：約 15日）  

◇また、未整備区域の進捗や利活用の状況に応じて、管理運営の仕様におけ

る開館日を協議していくこととする。 
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５）管理運営内容 

（１）植生管理 

「生物多様性豊かな信太山丘陵固有の里山的二次自然」の姿を目指して、「多様

性の高い二次草原の復元」、「湿原環境と湿原性植物の保全」、「二次林の保全と復

元」の３つの保全方針に基づき、アダプティブマネジメント（順応的管理）を前提

とした植生の保全管理を行う。（参考：p.7維持管理対象検討） 

   

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標とする植生像（和泉市信太山丘陵市有地保全･活用基本構想より）】 
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    ■アダプティブマネジメントによる植生管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【植生管理における保全活動実施スキーム案】 

 

（２）植栽管理 

     園路、駐車場の植栽、隣地境界部分については、公園利用の快適性と安全性の

確保、隣地環境への越境に配慮した植栽管理を行う。（参考：p.7維持管理対象検

討） 

 

（３）施設管理 

     管理棟や、その他駐車場など市が整備した施設の維持管理を行う。（参考：p.7

維持管理対象検討） 

①管理棟の開館 

②施設の清掃 

③施設の保守点 

④軽微な修繕、備品の購入等 

⑤展示物･掲示板等の更新

保全管理計画の立案 

保全活動の実施 

モニタリング調査 

モニタリング調査結果の報告 

保全活動計画の見直し 

・保全活動ミーティングの場で検討 

・保全活動日に公民協働で実施 
・上記以外に指定管理者が実施 

・貴重種の確認等を指定管理者が実施 
・内容に応じて公民協働で調査を実施 

・モニタリング調査結果を企画運営会議に報告 

・企画運営会議や保全活動ミーティングで 
 保全活動計画の見直しを検討 
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■維持管理対象検討 

・第１期開園では未開園の東側エリアも管理対象とする                       【管理対象の年度比較表】 (〇:令和 9 年度以降に追加される管理対象) 

・整備の進捗にあわせて管理対象とする管理区分を追加する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年度別管理対象区域図】 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理対象（管理区分） 
令和 6～8年度 令和 9～10年度 

備考 
東側 西側 東側 西側 

植生管理 

湿地管理   〇   

草原管理  〇 〇 〇  

樹林管理  〇  〇  

疎林管理  〇  〇  

ツツジ林管理  〇  〇  

竹林管理   〇   

暫定的な利用に伴う管理 〇  〇   

植栽管理 

広場管理  〇 〇 〇  

園路管理  〇 〇 〇  

隣地境界管理 〇  〇   

施設管理 
施設管理  〇 〇 〇 整備されたトイレ棟等を追加 

駐車場管理  〇  〇  

  
令和６～８年度 令和９～１０年度 

※湿地の箇所は非表示 
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（４）信太山丘陵里山自然公園協議会の運営 

信太山丘陵里山自然公園協議会に関する以下の運営を行う。 

①総会 

 ・年１回 

 ・年度の成果と課題、年度計画、方針について 

②企画運営会議 

 ・年２回 

 ・管理運営の改善や、未開園区域の整備内容等について 

③利用調整会議 

●保全活動ミーティング 

 ・月１回程度 

・自然保全活動について 

●事業・計画ミーティング 

  ・年２回程度（必要に応じて臨時開催） 

  ・管理運営の改善や、未開園区域の整備内容等について 

④環境保全活動 

  ・月２回程度（定例活動１回、平日活動１回） 

⑤信太山里山講座 

⑥協議会会員への連絡及び名簿の管理 

 

（５）利用プログラムの運営 

     和泉市信太山丘陵市有地保全･活用基本構想の利用方針に基づき、「市民の憩い

の場」「自然体験の場」「環境学習の場」として活用するための利用プログラムを

実施する。（参考：p.9利用プログラム実施スキーム案） 

     

    ■利用の主な内容（和泉市信太山丘陵市有地保全･活用基本構想より） 
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【利用プログラム実施スキーム案】 

 

（６）その他運営管理 

     その他以下の運営管理を行う。 

 

①利用者対応 

  ・受付、問合せ、苦情対応など 

②広報活動 

 ・ホームページの更新など 

③自主事業 

   

   


